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泉南市教育委員会会議令和４年第１回定例会会議録 

 

 

（１）日時・場所 

    令和４年１月 17日（月） 

    午後３時 00分 開会   午後５時 03分 閉会 

    泉南市役所 大会議室 

 

（２）教育委員会出席者 

    冨森 ゆみ子  教育長 

    片木 哲男   教育委員会委員（教育長職務代理者） 

    薮内 進    教育委員会委員 

    栁澤 泰志   教育委員会委員 

    太田 淳子   教育委員会委員 

 

（３）事務局出席者の職氏名 

    岡田 直樹   教育部長 

    阪上 浩之   教育部参与 

    桐岡 秀明   教育部参事兼教育総務課長 

    岩崎 誠    指導課長 

    鳴戸 大輔   人権国際教育課長 

岡崎 進一   生涯学習課課長代理 

 

（４）休憩・遅刻等について 

 

 

（５）会議録署名者の氏名 

    冨森 ゆみ子 

    片木 哲男 
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泉南市教育委員会会議 令和４年第１回定例会 議事日程 

令和４年１月 17日（月）午後３時 00分 開会 

泉南市役所 大会議室 

日程番号 議案等の番号 件     名 

 

 

日程第１ 

 

日程第２ 

 

日程第３ 

 

 

 

 

 

日程第４ 

 

日程第５ 

 

 

日程第６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第１号 

 

報告第２号 

 

 

 

 

 

議案第１号 

 

議案第２号 

 

 

 

 

 

 

 

開   会 

 

会議録署名者の指名 

 

教育長報告 

 

事務局報告 

（１）せんなん教育ニュース（令和４年２月）について 

（２）令和３年度泉南市立学校における問題行動・不登校

等生徒指導上の諸課題について（令和３年４月～令和３年

12月） 

 

泉南市情報公開審査請求の裁決について 

 

令和４年度大阪府泉南市一般会計予算（教育委員会所管

分）について 

 

その他 

・令和４年成人記念祭（開催報告）について 

・泉南市立文化ホールの今後の在り方について 
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午後３時 00分開会 

○冨森教育長 それでは皆様おそろいになっ

ておられますので、ただいまから、泉南市教育

委員会会議令和４年第１回定例会を開催いた

します。 

 出席者が過半数であり、定足数に達しており

ますので、会議は適法に成立いたしました。 

 それでは、これより日程に入ります。 

 日程第１、会議録署名者の指名を行います。 

 本日の会議録署名者は、泉南市教育委員会会

議規則第 13 条により、教育長のほかに教育委

員において片木委員を指名いたします。よろし

くお願いいたします。 

 次に、日程第２、報告第１号、教育長報告を

議題といたします。 

（報告開始） 

 先ほど御挨拶させていただきましたが、令和

4 年１月１日より泉南市教育委員会教育長に就

任しました冨森ゆみ子と申します。前任の古川

と同じ文部科学省から出向して、任期は令和４

年３月 31 日までと前任者の残任期間となって

おります。しっかり泉南市のために仕事をして

いきたいと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 また、本日は樽井小学校の学校訪問を予定し

ておりましたけれども、新型コロナウイルス感

染状況が非常に拡大しておりまして、急遽中止

とさせていただきました。教育委員の皆様には、

御配慮いただきましてありがとうございます。

現在、新型コロナウイルス感染症のオミクロン

株は非常に感染力が強く、日に日に感染者数が

増えております。学校でも、しっかり感染対策

はしているんですけれども、既にお知らせしま

したとおりに感染者も出始めております。なる

べく教育活動を止めないように注意しながら、

しっかりと取り組んでまいりたいと思ってお

りますので、御理解・御協力のほどよろしくお

願いいたします。 

 また、私が着任しまして最初の行事というの

が、１月９日の日曜日、泉南市立文化ホールで

の成人記念祭でした。万全の感染症対策を取り

ながら、３回に分けて行わさせていただきまし

た。特に今回は、中学校区ごとに分けていたん

ですけれども、第２部に卒業した中学校の先生

からのメッセージという７分ほどのビデオが

あり、卒業生たちがすごく喜んでいまして、歓

声を上げたり、拍手をしたり、聞くところはし

っかりと聞きながら、とても喜んでいる様子が

見えておりました。式典が終わってから、若干

にぎやかにしている人もいたんですけれども、

おおむねつつがなく終わりまして、無事に式典

が終了しましたことを報告させていただきま

す。ありがとうございました。 

 また、１月 13日でございますが、泉南市立小

中学校再編計画を御検討いただきます、泉南市

教育問題審議会が開催されました。今回、教育

委員会事務局から泉南市立小中学校再編計画

＜複数案＞について説明した後に、委員の皆様

からいろいろな御意見をいただいたんですけ

れども、保護者代表の方々から例えば小中一貫

校と義務教育学校はどういうふうに違うんだ

ろうとか、通学路の安全の話など自分たちのお

子さんの姿を見た上での率直な質問を幾つか

いただきまして、とてもありがたいことだなと

思っております。本会議につきましては、今後、

学校の視察やアンケート調査など、現場の先生

の御意見を聞く機会を設けさせていただくな

どしまして、よりよい案を委員の皆様方に決定

していただけるようにしっかりと進めてまい

りたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それから、本日は阪神・淡路大震災から 27年

目ということで、そのときは私も社会人１年目

で大阪府豊中市におりまして、３連休明けの朝

でした。本当に突然の揺れで目が覚めて、その

ときは本当に何をしていいか分からなかった

ので、ガラスが割れていたりとか、ガスの臭い

がしている中で仕事に行きまして、当時大学病

院に勤めていたので、とにかく対応しないとい

けないということで必死に仕事をしていたこ
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とを思い出しました。先週末に津波の報道など

があって、本当にいつ災害が来るのか分からな

いので、しっかり備えをしていくことが大事だ

ということを子どもたちをはじめ、市民の皆様

にも御理解いただけるような取組をしていき

たいと考えております。 

 最後になりますけれども、新型コロナウイル

ス感染者数は、今週、来週はまだまだ増えるの

かなと思っております。そんな中でも市民生活

への影響が最小限になりますよう、私ども教育

委員会事務局もしっかりと必要な施策を進め

ていきたいと思っておりますので、委員の皆様

におかれましても、様々に御協力いただきます

ようにどうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。ありがとうござ

いました。 

（報告終了） 

 それでは、ただいまの私の報告に対しまして、

皆様から御質問や御意見などはございません

でしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、特にないようですので、以上で本

報告を終了いたします。 

 次に日程第３、報告第２号、事務局報告を議

題といたします。せんなん教育ニュース（令和

４年２月）について、教育総務課から報告が 

ございます。桐岡教育部参事兼教育総務課長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 それでは、

報告第２号、事務局報告（１）せんなん教育ニ

ュース（令和４年２月）について、説明させて

いただきます。 

 今回作成しました、せんなん教育ニュースを

お渡ししております。 

 こちらは昨年、泉南市立小中学校再編計画＜

複数原案＞に関する内容で作成し、広報せんな

ん令和３年２月号へ折り込み、泉南市の全世帯

へ配布した、せんなん教育ニュースの第２弾と

なるものでございます。 

 今回のニュースは、泉南市立小中学校再編計

画＜複数案＞の内容を抽出したものでありま

して、広報せんなん令和４年２月号の中央４ペ

ージを買い取って、泉南市の全世帯に配布しよ

うとするものでございます。 

 内容につきましては、まず表紙があり、１ペ

ージから３ページまで順にＡ案・Ａ２案・新Ｂ

案の概要説明を行っておりまして、見開き中央

の２ページ、３ページには、Ａ２案と新Ｂ案の

ほか、泉南市が目指す教育、泉南市が目指す小

中一貫教育、そして小中一貫校、義務教育学校

の分類の解説を載せております。 

 最後のページ、４ページには、学校再編計画

に対する理解を深めるために「数字で見る泉南

市立小中学校再編計画」と題しまして、児童生

徒数の推移と予測、出生数の推移、費用の試算、

小中学校施設の概要、再編時の児童生徒数の推

計などに関する数値の資料を掲載しておりま

す。 

 今回のせんなん教育ニュースにつきまして

は、泉南市立小中学校再編計画に対する市民皆

様への丁寧な説明と理解を深めていただくた

めに作成したツールの一つであると考えてお

ります。 

 また、先ほど教育長から報告がありましたと

おり、令和４年１月 13 日に開催されました泉

南市教育問題審議会での今後の議論の活性化

に寄与するものと考えております。 

 今回、お示しさせていただきました、せんな

ん教育ニュース（令和４年２月）に関する報告

につきましては、以上でございます。 

 

○冨森教育長 ただいまの報告に対しまして、

御質問や御意見等はございませんでしょうか。 

 それでは、次にまいりたいと思います。 

 次に、令和３年度泉南市立学校における問題

行動・不登校等生徒指導上の諸課題（令和３年

４月から令和３年 12月）について、指導課から

報告がございます。岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 それでは、報告第２号、事務
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局報告（２）といたしまして、問題行動・不登

校等生徒指導上の諸課題（令和３年４月から令

和３年 12月）について御報告を申し上げます。 

 教育委員会会議令和３年第９回定例会にお

いても令和３年度１学期の状況をお伝えした

ところでございます。本日は、１学期を合わせ

まして２学期までの状況をお伝えするもので

ございます。 

 令和３年度黄色で色つけしている部分でご

ざいますが、特に小学校を見ていただきますと、

対教師暴力が 10 件ございます。１学期末時点

では０件でしたけれども、10件になっておりま

す。これにつきましては、３つの小学校でこう

いった案件があったということで、学校では指

導を行っております。継続的にではなく、突発

的に起こったということを学校も認めて、しっ

かり子どもたちに指導をしているということ

でございます。 

 その下の生徒間暴力につきましては、１学期

末時点では 19 件でございました。２学期も 19

件加わりまして、合計 38件ということで、これ

も学校数で申しますと大体６校ほどにおいて

生徒間暴力がございます。この中身を見ますと、

やはり友人同士のいざこざ、一方的にいじめに

つながる暴力ということではなくて、感情のや

り取りの中で言い合いとなって、それから手が

出たというようなことがありました。これも全

て保護者にしっかり連絡をした上で、学校での

解決も図り、その後の指導は丁寧に学校として

対応していただいております。 

 ２つ下、授業エスケープが 18 件でございま

す。これについては、小学校３校ほどで数値が

上がってきております。やはり１学期末時点で

は０件だったが２学期末時点では 18 件という

ことで、特に発生は２学期に集中していたわけ

ですけれども、毎月報告をいただく中で平均的

に数値が上がっておりました。特に小学校４年

生と５年生で多く、学校からの報告を見ますと、

授業を受けるのが嫌だったという声が 12 月に

なってもまだ報告として上がっているという

ことで、学校は非常に粘り強く、指導をしてい

ただいているという状況でございます。なぜそ

ういうことが起こるのかということ、子どもが

教室を飛び出してしまうというところに、どう

いった原因があるのかということも学校と

我々事務局で対応策を協議しながら考えてい

るところでございます。 

 また、いじめの認知件数につきましては、74

件でございます。これは１学期末時点で 43 件

でございました。認知件数のうち指導中が 45件、

解消が 29 件でございます。解消の件数が１学

期末では０件でしたけれども、この２学期まで

の中で 29 件を解消することができており、引

き続き学校に指導をしてまいりたいと思って

おります。 

 30日以上の長期欠席につきましては、２学期

末時点で 59 人が欠席となってございます。年

間を通じての 30日以上の欠席者という数値が、

最後はトータルの数字として上がってくるわ

けですけれども、少なからず不登校の子どもた

ちが 39 人いるということで、この子どもたち

に自宅にいながら学習用端末を用いた学習対

策ということで、どういった手が打てるのかと

いうことも検討しているところでございます。 

 同じく中学校にまいりますが、生徒間暴力は

48件でございます。１学期末時点で30件から、

18件の増加となっております。特定の学校でと

いうことではなく、どの学校においても友人間

のトラブルというものがございます。そういっ

たところを学校がしっかりと見詰め、指導をし、

丁寧になぜそういうことに至ったのか、そこも

含めての解決を図っていると報告をいただい

ております。 

 また、器物損壊、授業エスケープ、喫煙指導

ということで、これが二桁を示す数値となって

おりますが、これもいずれも学校でしっかりと

把握をし、対応をいただいているということで

ございます。こういった器物損壊、授業エスケ

ープ、喫煙指導というのは、一定の同じ生徒が

繰り返し行っているという傾向も見られます
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ので、学校としては粘り強く指導をしていただ

いているというところでございます。 

 いじめの認知件数につきましても、61件とい

うことで、昨年度は新型コロナウイルス感染症

の関係で休業がございましたけれども、令和元

年度の 79 件、平成 30 年度の 80 件に近づいて

おります。認知件数のうち、指導中が 36件、解

消が 25件ということですが、１件、１件しっか

りと学校として対応をしていただくよう我々

教育委員会事務局からもお願いをしていると

ころです。先日の校園長会におきましても、い

じめの認知、指導、解消に向けて、しっかり対

応してほしいと依頼をしたところでございま

す。 

 中学校における 30 日以上の長期欠席につき

ましては 96人で、そのうち不登校が 71人とい

うことです。小中学校合わせて、不登校が 110

人ということで、過去３年間に比べ増加し、100

人を超えていますので、今申し上げましたよう

に、不登校の子どもたちへの学習保障、学習対

策といったことを学校と事務局で進めてまい

りたいと思っております。 

 泉南市教育委員会として取り組むことにつ

いては、特に１学期後の取組から新たな変更点

はございませんが、問題行動、不登校等は生徒

指導上、学習に大きく影響があり、学校生活を

大きく揺るがす根幹にあるということの認識

を学校にもっていただき、生徒指導担当のみな

らず、管理職も学校全体の取組として体制づく

りをし、引き続き対応していただきたいとお願

いをしているところでございます。 

 甚だ簡単ではございますが、問題行動・不登

校等生徒指導上の諸課題（令和３年４月から令

和３年 12月）についての御報告といたします。 

 

○冨森教育長 ありがとうございます。ただい

まの報告に対しまして、御質問や御意見等はご

ざいませんでしょうか。栁澤委員。 

 

○栁澤委員 対教師暴力や生徒間暴力の件数

を見て、３学期の件数が増えないことを祈って

いるわけですけれども、小学校において生徒間

暴力は平成 30 年や令和元年に比べて増えてい

ます。このまま行けば過去を更新してしまうよ

うな数字になるかなとも読み取れるわけなん

ですけれども、新型コロナウイルス感染症の影

響で通学する機会が少なかったことで、子ども

同士で会えない時間が増え、コミュニケーショ

ン不足が生徒間暴力として表れているのかど

うかをお聞かせ願いたいです。 

 

○冨森教育長 岩崎指導課長、お願いします。 

 

○岩崎指導課長 子どもたちのコミュニケー

ション不足が生徒間暴力を引き起こしている

のではないかということですが、ふだんの学習

においては学年行事とか、特別活動を通じてコ

ミュニケーション不足を解消するような取組

もございます。一方で、学校からは、子どもた

ちから相手に対する攻撃的な言葉遣いが最初

に飛び出しているという報告がございます。子

どもが何かを相手に対して伝えたいんだけれ

ども、相手に対してきつく心をえぐるような言

葉を発し、きつい言葉が相手に刺さる。それを

受けた子どもがそれに対してまた相手に刺さ

るような言葉を伝える。そういったことがエス

カレートして暴力に発展するというような経

過が学校の報告から表れてきます。 

 栁澤委員がおっしゃるように、相手の立場に

立って考えるとか、自分がされて嫌なことは人

にしないことなど、ふだんから人を敬うための

取組とか学習をしていかなければならないの

かなと思います。そういったところでは学校の

先生はファシリテーションスキルということ

で、一旦子どもたちの思いを聞くことを授業の

中で展開し、子どもたちに人とのコミュニケー

ションのとり方を身につけていただくという

ことがふだんの授業の中でできていくことが

改善法の一つだと考えています。昨年度からそ

ういったファシリテーションスキルを生かし
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た研修を指導課として進めて２年目になると

いうところでございます。 

 以上でございます。 

 

○冨森教育長 栁澤委員、いかがでしょうか。 

 

○栁澤委員 ありがとうございました。あと、

中学校の対教師暴力につきましても、昨年が 24

件ということで、過去２年前、３年前に比べ増

えています。新型コロナウイルス感染症の影響

が要因ならば収束して穏やかになってくれれ

ばそれにこしたことはありませんが、子どもた

ちの心が病んでいる様子が見受けられるなら、

そのうち取り返しのつかないことにもつなが

るのではと思うんですけれども、どうでしょう

か。 

 

○冨森教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 ありがとうございます。中学

校の対教師暴力の件ですが、起こっている事象

自体はこれまでと変わっていないと思います。

例えば、学校内で先生が授業を抜け出して学校

内でスケートボードみたいなものを持ってき

て遊んでいる子どもや、本来決まりで禁止され

ているお菓子を持ってきて、それを食べている

子どもに対して注意することに反発し、対教師

暴力に至るという報告を見ておりますと、一概

に新型コロナウイルス感染症の影響のみでは

ないのかなと思っております。 

 ただ、学校は必ずその都度丁寧に保護者に対

しても指導しています。子どもたちは多感な時

期ですから、子どもたちからの暴力を回避する

ような形で先生たちも指導をしていくという

ふうに取り組んでいるということも学校から

聞いています。 

 以上でございます。 

 

○冨森教育長 よろしいでしょうか。 

 片木委員、お願いいたします。 

○片木委員 私は、先日起こった東京大学前で

の大学入学共通テストの事件を起こした生徒

が在学する高等学校のコメントを読んだんで

すけれども、「勉強だけが学校生活の全てでは

ないというメッセージを常に学校としては発

してきたけれども、実際の生活を見ると新型コ

ロナウイルス感染症の影響で学校行事がほと

んど中止になって、こちらのメッセージが届か

なかった。これは学校だけではなく、社会でそ

うだと思いますけれども、三密を避ける、ソー

シャルディスタンスとか、子どもが一番楽しみ

にしている給食の時間でも黙食しなければい

けない。そういうことで個々の生徒が分断され

てきたように思う。その中でそれぞれの子ども

たちが孤立感を深めて、自分しか見えなくなっ

てしまっている状況でこういう事件が引き起

こされた。そういった生徒にもどう手を差し伸

べるかが課題であり、それをすることによって

今後の再発防止にもつながっていく。」という

コメントでした。泉南市の問題行動の総評を見

ても、結局その高等学校のコメントと同じよう

なことを言われているなと思います。コロナ禍

では目立つ子どもだけでなく、ごく普通の子ど

もまで目配りをし、何が起こるか分からないと

いうことも考えて、問題行動ということは誰に

でも起こりうるということを念頭に温かく見

守ってあげてほしいなと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 

○冨森教育長 そのほか何かございますでし

ょうか。薮内委員。 

 

○薮内委員 先ほども片木委員がおっしゃっ

ていたように、子どもたちも大変なんでしょう

けれども、この大変な時代で先生方のストレス

も半端ないかと思うんですけれども、先生方の

心のケアなどは大丈夫なのでしょうか。 

 

○冨森教育長 岩崎指導課長。 
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○岩崎指導課長 ありがとうございます。基本

的に、生徒と向き合っている先生は複数人で対

応してもらっています。例えば、１人で対応す

れば、なぜ自分の言うことを聞かないんだろう

ということを考えますが、先生方は子どもが問

題を起こすことの背景に対して複数人で、対応

しております。 

 なので、先生の言うことが伝わらない、なぜ

かということと併せて、中学校では将来的な子

どもたちの卒業後の進路であるとか、その子た

ちがどこへ行っても必要とされる人として大

事なことはしっかり伝えていかないといけな

いということで、そのときがやはり大変です。

子どもに対応した先生方は少ししんどくなっ

ていますという報告を併せて聞くんですけれ

ども、本当に御苦労さまですとお声かけさせて

もらうことと併せて、その先生に対するねぎら

いの言葉と配慮をお願いしますと言っていま

す。たまに学校に行きましたときにお会いしま

したら、本当に御苦労さまですねと声もかけた

りしています。少なからず心労でお休みになら

れる先生もいますので、薮内委員に御心配いた

だいた点については、我々もしっかり状況を確

認しながら、御負担のないような形で学校の職

員全体制で全ての子どもたちを見てください

ということを引き続き言っていこうと思って

います。ありがとうございます。 

 

○冨森教育長 阪上教育部参与。 

 

○阪上教育部参与 ありがとうございます。栁

澤委員におっしゃっていただいた、コミュニケ

ーション能力の課題があるのではないかとか、

片木委員も心配していただいているようにコ

ロナ禍といった目に見えない影響が子どもた

ちの中にあるんではないかということ、それと

薮内委員から受け止める先生方もかなりのス

トレスがかかっているのではないかという御

心配、本当にありがとうございます。 

 先日、小学校校長と話をする中で、驚いたこ

とがありまして、１年生の子どもたちがマスク

を外すことにすごく抵抗を示しているという

話でした。マスクをしなければいけないこの時

代の閉塞感が半年も学校に行かない子どもた

ちからすれば、目に見えない新型コロナウイル

ス感染症との闘いのストレス、あるいは恐怖、

そういうものが子どもたちの行動につながっ

ているのかなと考えたときに、この子たちが来

年、再来年と成長していくプロセスの中でどう

いうサポートなり、支援をしていくことが人を

信じて多様に生きていくことの面白さにつな

がっていくのかなと考えてしまいました。 

 正直申し上げて、この問題行動・不登校等生

徒指導上の諸課題にある数字の全てに、コロナ

禍が影響しているかどうかと推測する物差し

はございませんけれども、今申し上げたエピソ

ードが象徴するように、子どもも大人もかなり

の閉塞感を感じているのは間違いないわけで

すから、少なからず対教師暴力、生徒間暴力の

中にコロナ禍が影響を及ぼしているというの

は間違いないと我々教育委員会事務局は見て

おります。 

 したがいまして、単に事象を時系列だけで片

づけるのではなくて、その背景に何があったか、

当事者の子どもや周りの子どもの最近の動向、

家庭での様子等をつぶさに見ていっていただ

くことが必要なのかなと考えています。これに

ついては今までも我々は大事にしてきたとこ

ろですけれども、より一層大事にしないといけ

ないのかなと思います。それは片木委員が心配

されているようにマスクで表情がほぼ見えな

い、相手が何を考えているか分からないという

のは、大人よりも子どもにとってみたら、もっ

とダメージが大きいと思うのです。それがこう

いった問題の背景には横たわっているという

ことを受け止めていくべきだと思います。 

 学校の先生におかれては、コロナ禍での生活

が始まってから２年弱、メンタル不調が要因で

お休みされる先生が若干増えているという報

告は聞いております。全て校長から聞いており
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ますので、それが１週間出勤できないとか、病

気休暇期間で復帰できるパターン、病気休暇期

間が長期となり病気休職となることもあり、今

後しっかり考えていかないといけません。また、

御自身が新型コロナウイルス感染症に感染し

たことで、非常に責任を感じられて御自身を責

めてしまっている先生もいらっしゃいます。こ

のようなことが目に見えない一つの後遺症で

もあるのかなということを考えると、非常に先

生方の置かれている状況は厳しいです。そうい

った意味でのサポートは、今我々事務局はでき

ていないところなんですけれども、ただ私が大

事にさせてもらっていることとして、用事をつ

くって学校園を極力訪問するようにはしてい

ます。校長先生や園長先生方がふだん抱えてい

ただいている悩みについては、聞くだけしかで

きないことが多いんですけれども、吐き出し口

になっていただいて、そのことで御自身の今の

置かれている現状を整理していただくことが

まずは大事かなと思います。ともあれこういっ

た数字が示している子どもたちの状況を受け

止めている先生方の状況につきましては、どう

いうことをこれから子どもたちの明るく生き

ていく要素に変えていけるのかという前向き

な発想で、しっかりと向き合っていく必要があ

ると考えています。 

 

○冨森教育長 これまでのところでほかに何

かございませんでしょうか。栁澤委員。 

 

○栁澤委員 ありがとうございます。先ほどの

お話で、思い出した話があるんですけれども、

人間は右脳と左脳がありますが、読んだ本の中

で右脳というのは直感とか、感性をつかさどっ

ていると書かれていました。例えば、会議でも

そうなんですけれども、直接会って声のトーン

とか温かさを感じるのではなくて、オンライン

会議になると人間は感じる感性のパーセンテ

ージがかなり下がるらしいです。だから、コミ

ュニケーション不足の最たる要因が表情が全

て見えないということなのかなと、今お話を聞

いて思った次第です。 

 あと、昨日夕方のニュースでも新型コロナウ

イルス感染症の関係で、12歳の中学受験の子ど

もも悩んだ末ワクチン接種をしたということ

がありました。近々私立高等学校や、公立高等

学校の受験がありますが、中学３年生の受験生、

私立中学校を受験する小学６年生の子どもた

ちへの感染症対策であるとか、それぞれが受験

される高等学校との連携など、新型コロナウイ

ルス感染対策はどのようになっているのでし

ょうか。 

 

○冨森教育長 岩崎指導課長、お願いします。 

 

○岩崎指導課長 ありがとうございます。府立

高等学校の受験に関しましては、大阪府の高等

学校課から、今時点で具体的な仕組みなど手続

的な話はまだ下りてきておりません。ただ、私

立高等学校の願書提出が今週末から始まりま

すので、私立高等学校はそういった対応も恐ら

くなされているのかなと思います。中学校も受

験を控えている子どもたちがいるということ

で非常に神経をとがらせて対応していただく

という話は聞いております。 

 

○冨森教育長 ほかに何かございませんでし

ょうか。太田委員。 

 

○太田委員 ２点ありまして、１点目が、対教

師暴力です。先ほどお話を聞かせていただいて

先生方は本当に御苦労なことだなと思い、保護

者代表として本当に感謝しております。 

 ただ、子どもたちはとても未熟な存在なので

判断を間違ってしまって、先生方に手を上げて

しまうこともあると思うんですが、社会に出た

ときはほかの方に手を上げたり、そういう行為

は許されないことなんだということをは、しっ

かりと先生方から保護者と生徒には厳しく伝

えていただきたいなと思います。 
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 例えば自分の子どもが学校の先生になって、

生徒に手を上げられたと考えたときにどうか

なと思ったりするときもあるんです。それは先

ほど岩崎指導課長がおっしゃっていただいた

ように御苦労さまですという言葉はもちろん

かけていただいたらありがたいんですけれど

も、人に殴られたりとかして恐怖を感じた後の

生活が自分でもどうなっていくのか分からな

くなってしまうと思うのです。そのため、しっ

かりと生徒と保護者の方に伝えていただいて

いると思うんですけれども、もう一度確認して

いただきたいです。 

 ２点目は、先ほどもお話が出ていましたコミ

ュニケーション不足というところです。私も全

く同じ意見で、資料の一番下に書いていただい

ている、〔泉南市教育委員会として取り組むこ

と〕というところ、★印３つを読ませていただ

きました。こういったことでしっかりと子ども

たちをバックアップしていただきたいなと思

うことと、それと私はこの★印３つの取り組む

課題というのはもちろんなんですけれども、今

こういう時代だからこそもっと子どもたちを

前に引っ張ってほしいなと思うんです。なかな

か学校でも話す機会というのはなくなってい

るこの時代ですけれども、学校教育はそうある

べきではないと思うんです。なので、何か新し

いことをしてほしいというわけではなくて、授

業の内容のうちの、生徒が自主的に話す機会を

７割にしてもらって、先生のお話を３割にする

とか、そういう比率を少し変えて工夫してもら

ったりするだけで、子どもたちの気持ちは一気

に楽になるんじゃないかなと思いますので、前

向きに先生方に取り組んでいただきたいとお

伝えしていただきたいです。 

 

○冨森教育長 ありがとうございます。 

 ほかに何かございませんか。 

 それでは、事務局からほかに報告すべき事項

は何かございますか。 

 それではないようですので、以上で本報告を

終了させていただきます。 

 次に、日程第４、議案第１号、泉南市情報公

開審査請求の裁決についてを議題といたしま

す。本議案の説明を教育総務課からお願いしま

す。桐岡教育部参事兼教育総務課長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 それでは、

議案第１号、泉南市情報公開審査請求の裁決に

ついて、説明させていただきます。 

 本議案は、令和３年６月４日付けの情報公開

審査請求におきまして、審査請求人に対して、

泉南市情報公開・個人情報保護審査会からの答

申に基づきまして、教育委員会が審査庁として

裁決を行い、当該審査請求人へ裁決書を送付す

るものでございます。 

 お渡ししている資料につきましては、１ペー

ジが議案書、３ページから６ページまでが裁決

書の案としておりまして、７ページから関係例

規の抜粋となっております。７ページからは泉

南市情報公開条例の抜粋、９ページからは行政

不服審査法の関係法令の抜粋としております。 

 さらに、議案の別冊として関連しております

資料を①から⑥までまとめたものを添付して

おります。一番最後のページにこの度の情報公

開審査請求の流れとして、フロー図をつけてお

りまして、今回の裁決に関する議案につきまし

てはフロー図の⑫番になってまいります。今後、

裁決書が決定いたしましたら、⑬裁決書の謄本

送達という流れになってまいります。 

 それでは、議案書に基づきまして説明させて

いただきます。 

 議案書の３ページをお開きください。 

 まず裁決の結論として、３ページの中央部分

に主文と書かれておりまして、こちらに今回の

結論、本件審査請求に係る「全部公開」とした

処分について、「一部公開」と変更するとしてお

ります。 

 本件の事案の概要につきましては、事案の概

要の１に書いてありますとおり、令和３年５月

１７日（受理日）に審査請求人から、「件名２ 
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市長の市議会答弁（別紙参照）にある「温水プ

ールを使っての授業」を去年（註：2018年）秋

から検討したことが分かるすべての文書（会議

録、メモ等）を出してください。」との情報公開

請求がなされまして、それに対して事実の概要

２といたしまして、処分庁は、当該公開請求に

対し、本件の全部公開と処分を行った上で、そ

の処分を審査請求人に通知したものでござい

ます。 

 ページ変わりまして、２の処分庁の主張の要

旨ですけれども、ここで審査請求人が情報公開

を求めている文書について、2018年秋頃から検

討を開始したことがわかる資料を検索したと

ころ、「秋頃」といった明確な検討開始時期がわ

かる会議録やメモは不存在でありました。しか

し、検討開始した時期に生じた関連する文書を

できる限り公開すべきとの考えから存在する

文書を全部公開としました。今回、１の審査請

求人の主張の要旨では、審査請求人はこの度の

情報公開請求では、審査請求人が求める本件対

象文書が不存在であることを前提とする処分

をされたい、という主張をしております。 

 以上の審査請求人からの主張を受けまして、

泉南市情報公開・個人情報保護審査会への諮問

が行われました。４ページの真ん中の理由、以

下に審査会からの答申の要旨を記載しており

ます。 

 その大まかな流れと結論につきましては、答

申５ページ（３）、本件処分の妥当性についてと

いう部分で、以下に記載しておりますとおり、

本件対象文書は、不存在である。そのため、そ

の余について検討するまでもなく、全部公開と

の決定を行った本件処分は妥当ではなく、本件

対象文書が不存在であるという事実関係に整

合するよう、本件対象文書が不存在であるとの

理由を付した上で、処分の内容を主文のとおり

「一部公開」に変更すべきであると審査会にお

いて結論づけられております。 

 それを受けて、今回審査庁となる教育委員会

におきましても、泉南市情報公開条例第 16 条

により、審査会の答申を尊重して３の結論のと

おり、本件審査請求については、理由があるこ

とから、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第 46条第１項の規定により、主文のとおり

裁決し、本書を作成して裁決書の謄本を審査請

求人へ送達しようとするものでございます。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、議案第１

号の説明とさせていただきます。御審議いただ

きますようよろしくお願いいたします。 

 

○冨森教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんか。栁澤委員。 

 

○栁澤委員 すみません、もう少し分かりやす

く説明をお願いします。 

 

○冨森教育長 桐岡教育部参事兼教育総務課

長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 簡単に言

いますと、この審査請求人の方は、泉南市が学

校プールをなくすことについて、市長の市議会

答弁で 2018 年秋頃から検討したという答弁を

しているんですけれども、2018年秋から検討し

たということが分かる文書（会議録、メモ等）

を出してくださいという情報公開請求がなさ

れました。教育委員会は、秋からの検討文書は

ないんですけれども、検討した文書については、

それ以降の春とか夏の分もありますので、全て

を公開するという対応をさせていただきまし

た。審査請求人は、最近の文書じゃなくて 2018

年秋から検討していることが分かる文書が欲

しいので、その文書がないのなら、不存在とい

う返事をしてほしいと審査請求されたという

ことが今回の趣旨です。 

 教育委員会としては、検討した文書（会議録、

メモ等）は全部提出しました。審査請求人から

すれば必要な部分の文書がないので、それであ

れば文書不存在と回答してほしいということ

なので、今回の裁決では全部公開ではなくて、
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一部泉南市が公開していて、一部しか文書があ

りませんという回答に変更させていただきた

いというのが裁決書の趣旨となってまいりま

す。 

 なお、学校プールの取扱いについては、平成

30（2018）年台風 21号の被害状況を確認した後

の秋からの検討になっていますという説明を

しております。台風 21号の後の検討だと、秋か

らの文書があるはずだというのが審査請求人

の方の主張になっていると思います。 

 特に、市長が市議会で秋から検討を始めてい

ますと言ったので、それであれば秋から検討し

た文書をくださいと審査請求人は主張するの

ですけれども、実際検討したのは秋からですが、

検討した全ての文書（会議録、メモ等）が残っ

ているわけではないので、提出できる文書はな

いという話はした上で、ある文書は全部出しま

すということは審査請求人には当然提出する

ときに話しております。ただ、審査請求人から

すれば、ないものはないと言ってほしいという

主張だと思います。ただ、教育委員会とすれば

提出した文書を見ていただければ 2019 年の春

と夏の文書があり、2018年秋の文書がないとい

うことを審査請求人の方が判断してくれると

思っていたんですけれども、審査請求人からす

ればそういう文書は必要がなく、2018年秋から

の文書がないという正式な文書が欲しいとい

う主張だったので、泉南市情報公開・個人情報

保護審査会におきましても、同じような結論が

でましたので、裁決書としてもそれを踏まえた

上での内容としたいと考えています。 

 

○冨森教育長 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 温水プールでの授業が開始され

たのは 2017年ぐらいからですか。 

 

○冨森教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 2019 年に小学校７校で開始

しました。 

 

○冨森教育長 桐岡教育部参事兼教育総務課

長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 2018 年の

９月に台風 21 号が発生しました。その年には

学校屋外プールの使用が終わっていたはずで

すので、翌年の 2019 年が初めて温水プールを

使った年です。2019年には３つの屋外プールだ

けは使えますということで、３小学校は学校プ

ールを使用し、他の学校は温水プールでの水泳

授業になったという経緯があります。 

 

○冨森教育長 片木委員。 

 

○片木委員 審査請求人は、2018年秋からの文

書と言ったのに実際はないのだったら、文書が

ないと言ってくれたらよかったということな

んですね。 

 

○冨森教育長 桐岡教育部参事兼教育総務課

長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 そうです

ね。 

 

○冨森教育長 岡田教育部長、お願いします。 

 

○岡田教育部長 御心配いただいて本当に恐

縮でございます。今、片木委員が御整理いただ

いたように、あくまでこれまで行政処分、ある

いは決めて行動してきたことについてどうこ

うということではなくて、この件はそのときの

文書（会議録、メモ等）を公開してください、

その公開した内容について、全部公開したと言

っているけれども、私が欲しい文書がなかった

ので、不存在に改めてくださいという審査請求

の手続があり泉南市情報公開・個人情報保護審

査会で審議した結果、一部公開とすべきだとい
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う決定がありましたので、改めて全部公開から

一部公開に修正いただくというものでござい

ます。 

 

○冨森教育長 いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 それでは、以上で質問・意見等を終了し、議

案第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本議案を承認することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○冨森教育長 それでは、全員異議なしと認め

ます。 

 よって、議案第１号は承認することに決定い

たしました。ありがとうございます。 

 次に、日程第５、議案第２号、令和４年度大

阪府泉南市一般会計予算（教育委員会所管分）

についてを議題といたします。本議案の説明を

教育総務課からお願いいたします。桐岡教育部

参事兼教育総務課長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 それでは、

議案第２号、令和４年度大阪府泉南市一般会計

予算（教育委員会所管分）について、説明させ

ていただきます。 

 本議案は、令和４年第１回泉南市議会定例会

において、令和４年度大阪府泉南市一般会計予

算を要求するに当たりまして、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基

づきまして、教育委員会の意見聴取のために提

案するものでございます。 

 なお、令和４年度につきましては、泉南市長

選挙が行われることから、骨格予算となるため

年間予算として、政策に係る収支を除きまして、

人件費、義務的経費等を主体として必要最小限

の収支のみを計上する予算となる予定です。 

 なお、本議案につきましては、予算要求ベー

スですので、令和４年度中に行われる政策に係

る補正予算の追加要求を含む教育委員会事務

局からの予算要求の概要となっております。 

 資料２ページをお開きください。 

 ２ページには総括といたしまして、教育委員

会各課の歳入歳出に関する令和４年度の要求

額、令和３年度の予算額、その差額を一覧とし

ております。１番目に教育総務課、歳入が約

6,500 万円、歳出が約６億 3,000 万円。２番、

生涯学習課、歳入が約１億円 1,000万円、歳出

が約２憶 8,000万円。３番目、文化振興課、歳

入が約 1,200万円、歳出が約３億 900万円。４

番、指導課、歳入が約 2,500万円、歳出が約３

億 3,500万円。５番目、人権国際教育課、歳入

が約 1,300 万円、歳出が約１億 3,800 万円で、

教育委員会全体での要求額の合計のうち、歳入

が約２億 1,700 万円、歳出が約 16 億 3,100 万

円となっております。詳細につきましては、３

ページ以降になります。 

 歳入の主なものにつきましては３ページ、10

番、生涯学習課、国庫支出金、社会教育費補助

金として約 3,200万円、子ども・子育て支援交

付金を予定しております。 

 ４ページ、14番、生涯学習課、諸収入のうち

徴収金収入として約 2,400万円、これは留守家

庭児童会費等の計上を予定しておるものでご

ざいます。 

 18 番、文化振興課（公民館）におきまして、

約 560万円、こちらは公民館使用料等を計上す

るものです。 

 20番、文化振興課（図書館）約 610万円。 

 ５ページ、27番、指導課、使用料及び手数料

として、幼稚園の手数料が約 430万円、これは

通園バスの利用料です。 

 その下の 28番、指導課、国庫支出金、小学校

費補助金で約 330万円、これは要保護児童援助

費補助金と特別支援教育就学奨励費補助金を

計上するものです。 

 37番、人権国際教育課、諸収入として約 1,300

万円、これは JETプログラムに関する住宅家賃

を計上するものです。 
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 続きまして、６ページ以降につきましては、

歳出になります。 

 その主なものといたしましては、６ページ、

４番、教育総務課、教育費、施設保全整備事業

として約 9,400万円、主な内容といたしまして

は、工事請負費として信達小学校プールの除却、

鳴滝小学校の電気幹線工事、鳴滝小学校の体育

館屋上防水等を要求しております。 

 ７ページ、５番の教育総務課（給食センター

係）、学校給食センター費といたしまして、小学

校給食の提供事業が約２億 600万円、こちらの

主なものといたしましては、同じく工事請負費

として小学校配膳室改修、給食センター調理室

空調設備などを要求しております。 

 ８ページ、14番、生涯学習課、生涯学習推進

事業といたしまして、約 280万円、こちらは負

担金補助及び交付金といたしまして、泉南市合

唱団補助金、泉南市吹奏楽団補助金等を要求し

ております。 

 ９ページ、19番、生涯学習課、青少年教育費

として国際的スポーツエリア「SENNAN CAMP」

創造事業として 230万円、こちらは JFAこころ

のプロジェクト「夢の教室」業務委託料を要求

しております。 

 10 ページ、26 番、生涯学習課、文化財保護

費、施設維持管理事業として約 4,400万円、こ

ちらの主なものとして工事請負費、埋蔵文化財

センター空調設備改修工事等を要求しており

ます。 

 12ページ、41番、生涯学習課、保健体育推進

費のうちの国際的スポーツエリア「SENNAN 

CAMP」創造事業約 2,400万円、こちらが負担金、

補助金及び交付金としてワールドマスターズ

ゲームズ先行事業開催及び誘客連携負担金、ト

ップアスリート雇用業務補助金、スポーツコミ

ッション協会支援補助金等を要求しておりま

す。 

 13ページ、47番、文化振興課（公民館）、公

民館運営事業として約 2,500万円を要求してお

ります。 

 50 番、文化振興課（図書館）、図書館運営事

業といたしまして、約 4,800万円を要求してお

ります。 

 14ページ、55番、指導課、教育推進事業とし

て約１億 2,700万円、こちらは委託料がメイン

になりまして、情報配信システム保守委託料、

校務支援システム構築委託料、ICT 支援員等委

託料を要求しております。 

 15ページ、60番、指導課、就学援助事業とし

て約 8,300万円、こちらは要保護及び準要保護

児童生徒援助費、特別支援教育就学奨励費を要

求しております。 

 66番、指導課、学校園管理運営事業として約

2,200万円を要求しております。 

 68番、人権国際教育課、国際教育推進事業と

して 26万円。こちらは、英検準会場実施事務用

品費等を要求しております。 

 16ページ、69番、人権国際教育課、JETプロ

グラム事業として約 3,900万円を要求しており

ます。 

 最後、73番、人権国際教育課、子どもの権利

に関する条例推進事業として 92 万 7,000 円を

要求しております。 

 以上、甚だ簡単ではございますけれども、令

和４年度大阪府泉南市一般会計予算（教育委員

会所管分）の概要を説明させていただきました。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○冨森教育長 ただいまの説明に対しまして、

御質問・御意見等はございませんか。 

片木委員。 

 

○片木委員 令和４年度、学力向上のための補

充授業で講師謝礼を計上されているかと思い

ますが、これはどれに当たるのでしょうか。 

 

○冨森教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 スクールサポートスタッフ

については、会計年度任用職員として人事課か
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らの予算要求ということになっておりますの

で、教育委員会所管分には反映されておりませ

ん。 

スクールサポートスタッフの会計年度任用

職員に関しましては、１日当たり３時間程度で

週５日間勤務していただき、各校お一人ずつと

いう形で考えてございます。 

 内容につきましては、学校園の環境整備、消

毒作業等、その他もろもろ先生方の事務業務の

補助という形で考えてございます。 

 以上でございます。 

 

○冨森教育長 よろしいでしょうか。片木委員。 

 

○片木委員 16 ページの 69 番、70 番ですが、

JET プログラム事業に関しては、古川前教育長

が JETプログラムメンバーを受け入れるに当た

って、泉南市の財政負担はないという説明があ

ったと思います。今回の要求額として 69 番の

旅費は当然必要かと思いますが、70番の人件費

事業として 9,593万 2,000円を要求されていま

すけれども、これは一旦要求をして改めて国か

ら財政措置がされるとか、地方交付税として国

から配分されるということでよろしいのです

か。 

 

○冨森教育長 鳴戸人権国際教育課長。 

 

○鳴戸人権国際教育課長 御質問ありがとう

ございます。今、片木委員からお話がありまし

た件についてはおっしゃるとおりでして、JET

プログラム事業に関する費用は地方交付税と

して国から入ってくることになっております

が、歳出予算を計上する必要があるため、要求

しております。 

 

○冨森教育長 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 補足でございます。地方交付

税ですが、JETプログラム参加者１人当たり 480

万円程度の額が算定基礎に算入されます。した

がって、480 万円掛ける参加者数が地方交付税

措置となりますが、100％分が完全に充てられ

るかどうかというのは、正直、そこまで確実で

はありません。ただ算定基準には入っていると

いうところでございますので、大きな支援にな

るということは間違いないというところでご

ざいます。 

 

○冨森教育長 片木委員。 

 

○片木委員 ほとんどが財政措置をされると

いうふうに理解していいということですか。 

 

○冨森教育長 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 確約されたものではありま

せんけれども、私どもはそのように理解してお

ります。 

 

○冨森教育長 片木委員。 

 

○片木委員 分かりました。ありがとうござい

ます。 

 ６ページの歳出の４番、教育総務課の信達小

学校プール除却ということでありますが、もっ

と古い施設があるのかなと思いますが、なぜ新

しくていいプールから除却するのでしょうか。 

 

○冨森教育長 桐岡教育部参事兼教育総務課

長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 学校プー

ルにつきましては、全てを使わないということ

で閉鎖しており、今後、機会を見つけて除却し

ていく必要があると考えております。ただ、そ

の中で優先順位をつけて除却していく必要が

あると考えており、信達小学校プールは唯一土

地を借りている施設でございますので、毎年借

地料が発生しておりまして、優先順位をつけた
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ときにまず信達小学校からという話になりま

した。令和３年度に信達小学校プールの除却設

計をいたしまして、令和４年度に除却したいと

考えており、地権者の方とも調整済みとなって

おります。 

 

○冨森教育長 ほかに何か今までのところも

含めてございますでしょうか。片木委員。 

 

○片木委員 ５ページ、37番の人権国際教育課

ですけれども、JET プログラムメンバーの住宅

家賃というのは、泉南市から補助をするのか、

又は本人から全額を徴収するということにな

っているのですか。 

 

○冨森教育長 鳴戸人権国際教育課長。 

 

○鳴戸人権国際教育課長 JET プログラムメン

バーの住宅家賃については、市の予算で一旦は

UR（都市再生機構）に払うんですけれども、約

４万 2,000円の家賃分を後で給料から引き去り

という形にさせてもらっています。 

 今年度と来年度で予算額が減少しているん

ですけれども、部屋の階数や場所によっての家

賃が違うので、今年度までは少し多めに見積も

っていたので、来年度は、金額がはっきり分か

ってきたところがあり、改めて計算し直しての

金額としています。よろしくお願いいたします。 

 

○冨森教育長 ほかに何かございませんか。 

 太田委員。 

 

○太田委員 先ほどおっしゃっていた信達小

学校のプールの除却ということですけれども、

各小学校のプールを順番に除却していくとい

うことだと思うんですけれども、例えば泉南市

立小中学校再編計画にのっとって、一緒に除却

していったほうがいいのか、単体でプールだけ

を除却していくという考えなのか、どちらの方

がコスト的に安く収められるのかを考えなが

ら進めているのかをお聞かせ願いたいです。 

 

○冨森教育長 桐岡教育部参事兼教育総務課

長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 10 施設全

てのプールの除却をいつにするということは

決まっていません。ただ、優先順位の中で維持

するためにお金がかかっているものを優先的

に除却する必要があります。また、除却するま

でもなく今の施設を使いたいという方がいら

っしゃれば当然貸すという方法もありますし、

利活用という方法もありますので、そういうこ

とも踏まえた上で御指摘のとおり泉南市立小

中学校再編計画と合わせた方がタイミングと

していいのであれば当然合わせるのが一番効

率的かと考えております。学校再編計画の中身

も今後連動させて検討していく必要があると

考えています。 

 

○冨森教育長 ほかに何かございませんか。よ

ろしいでしょうか。片木委員。 

 

○片木委員 14ページ、57番、指導課の学校水

泳授業支援事業ですけれども、昨年度から約

170 万円の増加になっているかと思います。こ

れは委託料の中身として、指導の内容が非常に

濃くなったとか、バス代が上がったとか、要因

としてどういうものがあったのか教えていた

だきたいと思います。 

 

○冨森教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 ありがとうございます。来年

度の幼稚園、小学校全学年、中学校１年生の学

級数を想定しており、１学級当たり１コマとし

まして、学級数掛ける３回という計算の基に、

今年度よりややコマ数が増えるだろうという

想定のため金額が上がっておるところでござ

います。 
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 以上です。 

 

○冨森教育長 ほかに何かございませんか。 

 これをもって質問や意見などは終了いたし

まして、議案第２号を採決したいと思います。 

 お諮りいたします。 

 本議案を承認することに御異議はございま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○冨森教育長 ありがとうございます。それで

は、全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は承認することに決定い

たしました。 

 次に、日程第６、令和４年成人記念祭（開催

報告）について、生涯学習課から説明がござい

ます。岡崎生涯学習課課長代理、お願いします。 

 

○岡崎生涯学習課課長代理 それでは、私から

令和４年１月９日、日曜日に挙行いたしました

令和４年成人記念祭について、御報告いたしま

す。その他（１）令和４年成人記念祭実績報告

の資料を御覧ください。 

 令和４年の成人記念祭も昨年の成人記念祭

と同様、20歳を迎えられる新成人の方 717名を

対象に新型コロナウイルス感染拡大防止策と

して、中学校区ごとに３回に分けて泉南市立文

化ホールで開催いたしました。 

 実績といたしましては、対象の方のうち

72.4％、519 名の新成人の方に御参加いただき

ました。 

 詳細につきましては、資料の１．開催日時か

ら４．当日参加者数を御覧ください。また、資

料１枚目の下に参考資料といたしまして、中学

校区ごとの当日参加者数等をお示ししており

ますので、併せて御確認ください。この参考資

料につきましては、泉南市立中学校の卒業者数

ベースとなっておりますので、対象者 717名の

中には、私立中学校等に進学された方もいらっ

しゃるということですので、若干誤差がござい

ます。 

 １枚目の裏面になります。５．式典の内容に

ついてでございます。今年度も第一部に式典、

第二部にアトラクションを行いました。第二部

のアトラクションについては、昨年度は吉本興

業株式会社の芸人による漫才と新成人へのエ

ールを行いましたが、本年度は成人記念祭実行

委員を務めていただいた新成人から、恩師から

のメッセージ動画を作成、上映したいという御

要望がございまして、成人記念祭実行委員の新

成人の方が各中学校の先生方に御協力をいた

だいた上で、中学校区ごとに動画を作成し、当

日上映をいたしました。成人記念祭当日は、上

映された動画を見た新成人の方から、懐かしさ

からなのか歓声が上がるなど非常に好評だっ

たのではないかと考えております。 

 次に６番、配付記念品についてでございます。

本日、皆様にお配りしております定形外の封筒

がございます。こちらの封筒を当日受付で新成

人の方にお配りいたしました。中身につきまし

ては、昨年度と同様市内の事業者様に御協力い

ただいた割引クーポン、それと市の各課から提

供いただいた啓発品等となっております。今年

度もイオンモールりんくう泉南内の各店舗、泉

南ロングパーク内の店舗様など店舗数で約 70

店舗の御協力を得ることができました。昨年度

は約 60 店舗でございましたので、前年と比べ

15％程度増加となってございます。 

 ７番、新型コロナウイルス感染拡大防止策に

ついてでございます。こちらに記載しておりま

す１番から 10 番の対策を講じて式典を開催い

たしました。例えば中学校区ごとに３回に分け

ての開催、来賓を市議会の正副議長、厚生文教

常任委員会の委員長、副委員長の４名と中学校

長に絞ってお呼びさせていただきました。入り

口では、入場者の非接触体温計での検温などを

実施し、感染拡大防止に努めました。式典中は

騒ぐ新成人の方もなく、十分な感染対策を取れ

ていたのではないかと考えてございます。 

 しかしながら、８番、その他にございますよ
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うに、式典、アトラクション終了後、文化ホー

ルの外でたる酒や酒瓶等を持ち込み、騒ぐ新成

人も若干名いらっしゃいました。この点につき

ましては、次回の式典開催に向けて課題として

対策を講じていければと考えてございます。 

 なお、１件飲酒による救急搬送はございまし

たが、搬送された新成人の方は大事には至らず、

翌日には友人と一緒に過ごしていたと聞いて

ございます。 

 資料の２枚目以降につきましては、受付や式

典などの様子を写真で掲載させていただいて

おりますので、御覧いただければと思います。 

 また、民法の一部改正により、令和４年４月

１日に成年年齢が 20歳から 18歳に引き下げら

れますが、令和５年の成人式典につきましては、

従前どおり 20 歳を対象に実施を考えてござい

ます。式典の名称や日程については、現在検討

中でございます。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、令和４年

成人記念祭についての御報告とさせていただ

きます。 

 

○冨森教育長 ただいまの説明に対しまして、

御質問や御意見等はございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、泉南市立文化ホール

の今後の在り方について、岡田教育部長から説

明があります。お願いします。 

 

○岡田教育部長 失礼します。担当課の者が本

日急遽欠席になりましたので、私から御説明を

申し上げます。 

 資料につきましては、泉南市立文化ホール指

定管理運営実績というものでございます。 

 本件につきましては、前回の教育委員会会議

令和３年第 12回定例会におきまして、現在、指

定管理者制度をもって運営している公の施設

であります文化ホールについて、相当厳しい今

後の方向性が求められているということを御

説明したところ、数値的な資料についての御要

請がありましたので、御用意したものでござい

ます。 

 まず、１枚目の資料につきまして、文化ホー

ル部分の平成 18 年度から令和２年度までの利

用件数、利用者数、収入、図書の貸出者数、図

書館来館者数、図書貸出冊数、それから自主事

業数、これらに伴う収入と支出、そして赤字、

黒字といったものを表したものでございます。 

 文化ホールにつきましては、図書館と文化ホ

ールの複合施設になっております。表の平成 20

年度と平成 21 年度の段の間に二重線が入って

おりますけれども、平成 21 年度からの指定管

理者制度の導入を示したものでございます。 

 まず、平成 21、22、23年度の３年間が第１期

目の指定管理、それから平成 24 年度から平成

28 年度までの５年間が第２期、そして平成 29

年度から令和３年度までの令和４年３月末ま

での５年間が第３期目となっております。これ

につきましては、来年度の１年間の指定管理期

間延長を令和３年 12 月の市議会でも承認いた

だきましたので、現行の指定管理者と契約を１

年延長するということで令和４年度も指定管

理者に運営していただくということにしてご

ざいます。 

 この数字だけ見ますと非常に分かりにくい

ところがございますので、裏面を御覧いただけ

ますでしょうか。 

 左上の水色のグラフから御説明しますと、文

化ホールの総利用者数（人）の数値をグラフ化

したものでございます。これを見ますと、指定

管理者制度導入以前の平成 20 年度までは総利

用者数がおおむね年間３万人前後だったとこ

ろ、指定管理者制度導入の２年目以降は４万人

台に跳ね上がるという状況になってございま

す。多少の増減を繰り返しながらやや伸びつつ、

平成 27、28 年度あたりからは若干減っていき

ます。残念ながら令和元年度には新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けまして減少し、そし

て令和２年度も大きく減少という流れになる

ものでございます。 
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 その下の黄色い折れ線グラフの施設利用収

入（円）ですが、指定管理者制度導入とともに、

料金見直しもあったこともありまして、平成 21

年度からの利用料収入は単年度当たり 500万円

以上ということで跳ね上がる形になっており

ます。それが平成 30 年度頃まで、年間 990 万

円台、1,000 万円を超えるような年度もありま

した。 

 その下のホール・関連諸室利用者数（人）は

文化ホールに大きなホール部分と、それから裏

にあります楽屋、あるいは少し別のところにあ

りますリハーサル室、１・２・３の利用者数な

んですけれども、これも御覧のように指定管理

者制度導入によって、それまでの２万人台後半

から３万人前半まで伸びていたというもので

ございます。 

 真ん中のグラフの列の一番上、総利用件数

（件）につきましても総利用者数と同様の動き

をしています。真ん中の中央、年度収支決算の

差額の部分ですけれども、一部平成 24、25年度

は赤字があったりしたんですけれども、おおむ

ね指定管理者制度導入の中におかれましては

単年度当たり、いいときは 65から 67万円弱程

度の黒字で推移をして来られたところが、令和

元年度、２年度は新型コロナウイルス感染症の

影響もあって、また赤字になっておられるとい

う状況です。 

 こうした中で一番下の真ん中のグラフです

けれども、展示室利用者数（人）はやはり指定

管理者制度が入ることによって、導入２年目の

平成 22 年度には約 9,200 人あたりまで増えて

います。さらに、平成 26年度には約１万 2,000

人まで行きます。一定コロナ禍で減っても約

8,700 から 4,000 人台というような状況になっ

ております。実際にこのグラフには出てきませ

んけれども、展示室の収入におきましては、新

型コロナウイルス感染症の影響があった後で

も比較的良好な数値を出しているということ

が、後からの資料で分かったかと思います。 

 右側のグラフにつきましては、図書館貸出者

数（人）でございます。指定管理者制度は導入

しておりませんけれども、平成 23 年度あたり

で９万 7,000人弱をピークに右肩下がりの漸減

傾向というところです。 

 それから右の真ん中のグラフの図書館来館

者数ですが、平成 28 年度以降しかデータを記

録しておりませんけれども、新型コロナウイル

ス感染症の影響で令和２年度については減少

しているという状況です。 

 図書貸出冊数（冊）につきましては、平成 22

年度前後、23年度頃をピークに右肩下がりには

なってくるんですけれども、令和元年度におき

まして一旦ぐっと前年比で２万冊程度増えて

います。このときには、岸和田以南の広域利用

が始まったので 6,000冊程増えたこと、特に来

館者にサービスするというのはもちろんなん

ですけれども、箱にリクエストの本を詰めて、

それを団体貸出しするということに一生懸命

に取り組んだ結果です。幼稚園、小学校、中学

校、それから最近では老人福祉施設といった社

会福祉施設、あるいは保育所といったところに

リクエストを聞いて、その施設用にリクエスト

に応じて選んだ本をお届けするという団体貸

出しに力を入れております。この令和元年度だ

けで１万 4,000冊ほどそうした取組を行ったこ

ともあって、一旦図書貸出冊数が伸びたという

状況です。残念ながら令和２年度においては、

新型コロナウイルス感染症の影響で休館して

いる期間が多かったので減少しているという

状況であります。 

 次のページの文化ホール利用件数・利用人数

等一覧につきましては、先ほど申し上げた数値

より詳細な内容になっております。特に、文化

ホールの大ホールの使用日数というところで

すけれども、大ホールは年間二、三十日しか使

ってないと言われることがあるんですが、実際

には指定管理者制度導入期間の平成 26 年度に

は使用日数 105 日と、年間 365 日のうちの 105

日も使っており、平成 29 年度、30 年度あたり

でもおおむね 90 日、年間の４分の１で、土曜
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日、日曜日は一定使っているという状況かと考

えます。残念ながら、令和２年度におきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響もあって

大きく減っております。 

 その次の大ホール使用回数というのは、文化

ホールは朝から夜まで貸せる施設ですので、午

前１コマ、午後１コマ、夜１コマということで、

１日を３つに分けた場合に午前と午後だけ使

っている、夜は使っていませんという場合は２

回とカウントします。午前、午後、夜まで使っ

ている場合、３回カウントするという見方でい

くと、平成 26年度ですと、200回使っていると

いう見方になります。 

 その次は文化ホール自主事業、その下に指定

管理者の利用料金収入を示しております。 

 これを次のページの大ホール施設使用状況

の資料に置き換えますと、先ほどの表の開館日

数と大ホールの使用可能日数、令和２年度です

と、開館日数がＡ、254 日間、ホール使用可能

日数がＢ、254 日間のうち、使用されている日

数がＣで 34日です。使用回数は午前・午後・夜

を各１回と考えた場合に 61 回です。使用日数

で見た使用率は 13.4％、稼働率、使用コマ数、

午前・午後・夜ということを全部考えた場合、

8.0％しか使えていないというものであります。

平成 26年度から平成 28年度あたりになります

と、使用率が 30％、稼働率は 20％を超えている

という日もあるんですけれども、最近は使用率

と稼働率ともに低いというところでございま

す。 

 公民館ではできませんが、文化ホールの展示

室は民間事業者が商業目的で展示即売といっ

た目的で使用されているという現実がござい

ます。 

 我々が把握しているところでは、大ホールの

大きな空間の使用率が低いが、展示室とかよく

来賓控室で使っていただくリハーサル室１な

どの使用率が結構高いという状況があります。 

 泉南市立文化ホールの在り方として今後６

つのパターンが考えられるということで、それ

に合わせて教育委員会が内部的に試算したも

のが次の資料になります。前回の教育委員会定

例会では５つのパターンとしておりましたが、

ここにはもう１つのパターンがついて６パタ

ーンとなっています。 

 今後の想定パターンの１番目ということで、

文化ホールは現行の指定管理にし、通常開館し

ます。図書館は市直営です。現状のやり方を続

ける場合の試算としては、指定管理料等の維持

管理費として 2,722万 6,000円かかります。新

たに必要な経費、人件費も要りません。ただし、

後で申し上げますけれども、現行の文化ホール

施設の修繕等に２億 8,850万 3,000円かかって

しまいます。要は、現在の施設を使うのであれ

ば、今後数年の間にそれだけの費用が必要です。 

２番は、指定管理者制度ではなくて文化ホー

ルを市直営にして、図書館も市直営で運営を続

けますというものです。その場合は、新たに市

直営で運営するために、別途市職員を設置させ

る必要があるのと、様々な改修経費も要るとい

うことで維持管理費として 2,501 万 2,000 円。

それから自主事業を行うのに 66 万円。それか

ら新たに必要な人件費として２名増員という

ことで、1,526 万 4,000 円。したがって、経常

経費としては 4,000万円を超えます。なお、維

持改修経費といいますか、施設改修・修繕料の

２億 8,800万円の金額は変わりません。現状に

近い形で通常開館を続ける場合は１番、２番と

いうことで試算しております。 

 ３番は、現文化ホールを休館して、広域連携

で他の施設を使うというものです。具体的には

阪南市のサラダホールをイメージしておりま

す。この場合は、図書館は市直営で維持管理を

続けます。通常文化ホール部分の経費は要らな

いけれども、図書館部分の維持経費は要るとい

うことで２分の１の維持管理経費が必要とな

り 1,250万 6,000円。それから新たに先方にお

支払いするための経費として 1,360 万円余り。

あるいは、その運営等に人が要るということで

人件費１人分約 760万円ということで 3,375万
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1,000 円。さらに図書館として建物を維持する

ためだけの改修経費として、１億 1,300万ほど

必要というものでございます。 

 次の４－１番につきましては、現行の文化ホ

ールは休館し、文化ホールの機能としてはイオ

ンシネマ等の外部の民間施設をお借りしたら

どうかというものでございます。そこに記載は

ありませんが、イオンホールの映画館を２時間

お借りすると、53万円かかるということになっ

ておりますので、それをベースに計算しており

ます。同じように図書館は維持しますので、維

持管理経費は 1,250万 6,000円、自主事業を年

間５回行うと考えた場合にイオンシネマを５

回借りるだけで 596万円。その他に運営に必要

な人件費が２名分、1,500 万円余りということ

で約 3,300万円と、図書館部分に求められる施

設修繕料で約１億 1,000万円となっております。 

 ４－２番として、イオンシネマを使うという

プランで、現在文化ホールを使っておられる市

民の皆様もイオンシネマをホール代わりに使

ってもらうとした場合に、どのぐらいのお金が

かかるのかというもので、市民の皆さんがイオ

ンシネマを使う場合に、２時間 53 万円の経費

の９割を市から補助すると想定した場合に、そ

この部分だけで 7,000万円を超えてしまうとい

うのが４－２番です。したがって、合計額が非

常に高額になってしまいかねないというもの

です。値段については今後も検討、調整が要る

ということで、近々教育委員会の担当もイオン

さんと調整を始めるということにしておりま

すけれども、いわゆる定価のお値段ですと相当

額になってしまうというものであります。 

 それから５番が、文化ホールを休館して機能

もサービスも停止するというものです。要は文

化ホールが使えなくなって、代替もないという

のが５番でございます。文化ホールは休館、し

かし図書館は開けると、ただそれだけであって

も図書館部分の維持管理費に 1,200万円余りあ

かかってしまいます。それから、新たに必要な

建物の維持管理を今指定管理者がしてくれて

いますので、最低１名の人員が必要だというこ

とで 760万円余りの人件費。そして、図書館部

分の修繕料で１億 1,300万円余りが必要だとい

うものであります。 

 それから新たに付け足しておりますのが６

番です。阪南市におかれては、近々図書館も指

定管理者制度を導入されるということで、これ

はあくまで我々教育委員会での検討資料とい

うことですが、文化ホールは指定管理運営を継

続、図書館も新たに指定管理者制度を導入して

はどうかということで試算したところでござ

います。実際には図書館の指定管理できる方が

少ないので、図書館と文化ホールの複合施設の

指定管理を同一事業者ができるかとか、未知数

といった課題もあるんですけれども、その場合、

指定管理料は現行の 2,700 万円から恐らく

6,000 万円弱。それから、新たに必要な人件費

として２人で 1,500万円が必要だということで

す。ただ、あくまで図書館を指定管理にしたと

しても、市職員等がすぐにいなくなってしまう

わけではございませんので、経費としては当然

上がるというところでの試算でございます。 

 最後に、改修・修繕・更新算定資料です。文

化ホールを使い続けるのに２億 8,800万円ほど

必要、あるいは図書館だけでも１億 1,000万円

程度必要といったところでございます。 

 実際には、舞台の照明設備が非常に古く、こ

れまでに１期工事は終了してあるんですけれ

ども、あと２期、３期ということで大きく手を

入れないといけないということになっていま

す。それぞれ 9,500万円と 7,800万円の改修費

用が必要になることが一番のネックでござい

ます。大ホールを使うがために改修費を２億円

弱ほどかけないといけません。それから黄色の

着色部分を御覧いただきたいのですが、これは

図書館部分を使うのにも必要な修繕でござい

ますけれども、御覧いただきますように、自動

火災報知機とか非常照明修繕、空調分解整備、

雨漏り防水、非常放送設備、特に空調の調和機

改修で8,000万円、空調の分解整備で１億8,920
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万円ということで、図書館を使い続けるに当た

っても文化ホールと一体化されている空調設

備の現状と同じ改修になりますと、１億円以上

かかってしまうというものでございます。 

 あと、図書館では、自動車図書館も令和５年

の秋までで現行車両が駄目になりますので

1,500 万ですとか、それぞれいろいろな経費が

必要です。昨年度には、文化ホールの建物の外

壁タイルが剥がれ落ちたこともあったという

ことがありました。建物の本体自体は大丈夫だ

と思っておりますけれども、外壁のタイル改修

等の経費は、まだここには含めておりません。

今まで数字としては２億 8,800万円余りが必要

と申し上げておりますけれども、このほかにも

様々な経費が伴うというのが現実でございま

す。 

 こうしたところで教育委員会事務局は舞台

照明の設備更新で、２億円弱必要なところに費

用を投じて使い続けるのかについて検討を迫

られております。泉南市の財政状況としまして

は、今は新型コロナウイルス感染症関連で交付

金等が下りてくる時代ではありますけれども、

こういった既存施設の大きな舞台照明などの

改修に使える交付金はございませんので、どち

らかというと、学校再編計画そのものにも影響

するというような形での判断を迫られている

というのが現状でございます。そういったとこ

ろで非常に苦しい見通しといいますか、案を複

数挙げておりますけれども、今後も御検討いた

だければと思います。非常におおまかな説明で

はございますけれども、泉南市立文化ホールに

関する資料の御説明でございました。ありがと

うございました。 

 

○冨森教育長 ただいまの説明に対しまして、

御質問・御意見等はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で本日の日程は全て終了いた

しました。 

 これまでの報告、議案のほかに、委員の皆様

から何か御質問、御意見等はございませんでし

ょうか。 

 それでは、ほかにないようでしたら、以上で

本日の日程は全て終了いたしましたので、泉南

市教育委員会会議令和４年第１回定例会を閉

会いたします。本日はありがとうございました。 

午後５時 03分閉会 

 

署 名 （           ） 

    （           ） 


